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1 R6.7.18 R6.8.1

東京都知事許可
第○○号　有限会社○○
第○○号　株式会社○○
第○○号　○○株式会社
第○○号　○○有限会社
第○○号　株式会社○○
直近三期分　決算書変更届一式
（閲覧対象に限る）

231 1 1
（７条４号）
印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。

市街地建築部
建設業課

2 R6.7.24 R6.8.1

令和６年７月５日付け「開示決定に係る通知書（６都市政土第304号）」により通知された開示請求者に開示済の
下記対象公文書
・「築地地区まちづくり事業」提案書（様式08から様式37まで）
・「築地地区まちづくり事業」提案書補足

※ 1 ―

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

3 R6.7.19 R6.8.2

下記企業の建設業許可申請書に記載されている貸借対照表、損益計算書、直近２期分及び役員一覧
 （１）東京都知事許可第〇〇号　有限会社〇〇
 （２）東京都知事許可第〇〇号　有限会社〇〇
 （３）東京都知事許可第〇〇号　有限会社〇〇
 （４）東京都知事許可第〇〇号　〇〇株式会社
 （５）東京都知事許可第〇〇号　有限会社〇〇
 （６）東京都知事許可第〇〇号　有限会社〇〇
 （７）東京都知事許可第〇〇号　有限会社〇〇

84 1 ―
市街地建築部
建設業課

4 R6.7.18 R6.8.2
多摩川上流水再生センターからの放流水に適用される最新の「計画処理水質」を定める公文書その他の、当該「計
画処理水質」（具体的な数値）について記載のある公文書

「計画処理水質」については、多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画に記載があり、当該計画書はインターネット等により公表を行っている情報である。
都市整備局都
市基盤部調整
課

5 R6.7.18 R6.8.2
多摩川上流水再生センターからの放流水に適用される最新の「計画放流水質」を定める公文書その他の、当該「計
画放流水質」について記載のある公文書

1 「計画放流水質」については、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものであるため、実施機関では文書を作成及び取得しておらず、存在しない。
都市整備局都
市基盤部調整
課

6 R6.7.22 R6.8.5 後楽園公園での公園まちづくり制度活用の検討に関わる資料全て 1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。
都市整備局都
市づくり政策
部緑地景観課

7 R6.7.25 R6.8.6

○○株式会社　東京都知事許可第○○号
建設業許可申請書
決算変更届　５期分
（閲覧対象部分に限る）

※ 1 1
（７条４号）
印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。

市街地建築部
建設業課

8 R6.7.8 R6.8.7

（１）○○号　○○（株）
（２）○○号　○○（株）
（３）○○号　○○（株）
（４）○○号（株）○○
（５）○○号（有）○○
（６）○○号（有）○○
上記全ての決算変更届出書
2021年から2024年の４期分
（閲覧対象部分）

※ 1 1
（７条４号）
印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。

市街地建築部
建設業課

9 R6.7.9 R6.8.8

（１）○○号（株）○○
（２）○○号　○○（資）
（３）○○号　○○（株）
（４）○○号（株）○○
（５）○○号（株）○○
（６）○○号（株）○○
（７）○○号（株）○○
（８）○○号（株）○○
（９）○○号　○○（株）
上記全ての決算変更届出書
2021年から2024年の４期分
（閲覧対象部分）

※ 1 1
（７条４号）
印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。

市街地建築部
建設業課

10 R6.7.9 R6.8.8

（１）○○号（株）○○
（２）○○号（株）○○
（３）○○号（株）○○
（４）○○号（有）○○
（５）○○号（株）○○
（６）○○号（株）○○
（７）○○号　○○（株）
（８）○○号（株）○○
（９）○○号（株）○○
上記全ての決算変更届出書
2021年から2024年の４期分
（閲覧対象部分）

※ 1 1
（７条４号）
印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。

市街地建築部
建設業課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

11 R6.7.9 R6.8.8

（１）○○号　○○（株）
（２）○○号　○○（株）
（３）○○号（株）○○
（４）○○号（有）○○
（５）○○号（有）○○
（６）○○号　○○（株）
（７）○○号（株）○○
（８）○○号（株）○○
（９）○○号 (株)○○
上記すべての決算変更届出書
2021年から2024年の４期分
（閲覧対象部分）

※ 1 1
（７条４号）
印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。

市街地建築部
建設業課

12 R6.8.1 R6.8.8 建設業許可業者一覧（東京都知事許可　令和6年7月末現在） ※ 1 ―
市街地建築部
建設業課

13 R6.7.25 R6.8.8
小金井市前原町三丁目〇-〇の一部、〇-〇の一部、〇-〇の一部、〇-〇、〇-〇、〇-〇、〇-〇、〇-〇、〇-〇、
〇-〇、〇-〇、〇-〇における建築基準法第43条第2項第2号許可に関する協定図および協定書

2 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第二課

14 R6.7.25 R6.8.8
小金井市前原町三丁目〇-〇の一部、〇-〇、〇-〇の一部、〇-〇の一部、〇-〇、〇-〇、〇-〇、〇-〇、〇-〇の
一部、〇-〇、〇-〇、〇-〇、〇-〇、〇-〇、〇-〇における建築基準法第43条第2項第2号許可に関する協定図およ
び協定書

3 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第二課

15 R6.7.25 R6.8.8
小金井市前原町三丁目〇-〇の一部、〇-〇、〇-〇、〇-〇の一部、〇-〇、〇-〇、〇-〇、〇-〇、〇-〇、〇-〇、
〇-〇、〇-〇、〇-〇、〇-〇、〇-〇の一部、〇-〇における建築基準法第43条第2項第2号許可に関する協定図およ
び協定書

2 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第二課

16 R6.7.26 R6.8.9
令和４年７月26日付の東京都文教地区建築条例第３条ただし書きの規定による許可申請書にかかる許可書及び添付
書類等一式（事案決定をした行政文書を含む）

1 当該公文書は、実施機関は許可を行っていないため、作成しておらず、存在しない。
都市整備局市
街地建築部建
築指導課

17 R6.7.26 R6.8.9

下記全ての変更届出書のみ。2021～2023年の3期決算書
（１）○○号　○○（株）
（２）○○号（有）○○
（３）○○号（株）○○
（４）○○号（有）○○
（５）○○号（株）○○
（６）○○号 (有) ○○
（７）○○号（有）○○
（８）○○号（株）○○
（９）○○号 (有）○○
（閲覧対象部分）

※ 1 1
（７条４号）
印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。

市街地建築部
建設業課

18 R6.7.30 R6.8.9

東京都知事許可第○○号
（有）○○
建設業許可申請書
変更届出書
（閲覧対象部分に限る）

※ 1 1
（７条４号）
印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。

市街地建築部
建設業課

19 R6.6.10 R6.8.9
令和３年度　広域交通ネットワーク形成等に関する調査委託報告書のうち、新空港線の需要予測に係る部分

※ 1 1 1

（７条３号）
当該部分は法人に関わる情報であって、未公表の情報であるため、公にすることにより当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれる
と認められるため。
（７条５号）
当該部分は、公にすることにより未成熟な情報が確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため。

都市整備局都
市基盤部交通
企画課

20 R6.6.10 R6.8.9 「新空港線及び沿線まちづくり等の促進に関する協議の場」第５回資料のうち、需要予測の内訳に係る部分 1 1 ―
都市整備局都
市基盤部交通
企画課

21 R6.6.10 R6.8.9 空港アクセス旅客増加の根拠となる調査資料または典拠、調査年月のわかるもの 1 請求に係る公文書については、保存期間５年であり、既に廃棄済みのため、存在しない
都市整備局都
市基盤部交通
企画課

22 R6.7.31 R6.8.13

東京都知事許可
第〇〇号　(株)○○
第〇〇号　〇〇（株）
第〇〇号　〇〇（株）
直近１期　決算書変更届一式
（閲覧対象に限る）

61 1 1
（７条４号）
印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。

市街地建築部
建設業課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

23 R6.7.19 R6.8.15

下記企業の建設業許可申請書に記載されている貸借対照表、損益計算書、直近３期分及び役員一覧の写し
(1)東京都知事許可第○○号（有）○○
(2)東京都知事許可第○○号（株）○○
(3)東京都知事許可第○○号（株）○○
(4)東京都知事許可第○○号 (株) ○○
(5)東京都知事許可第○○号 ○○(株)
(6)東京都知事許可第○○号 (有)○○
(7)東京都知事許可第○○号 (株) ○○
(8)東京都知事許可第○○号 (株) ○○
(9)東京都知事許可第○○号 (有) ○○
(10)東京都知事許可第○○号 (株) ○○

※ 1 ―
市街地建築部
建設業課

24 R6.6.21 R6.8.15 輸送人員の状況（多摩都市モノレール株式会社） 1 1 ―
都市整備局都
市基盤部調整
課

25 R6.7.18 R6.8.16 令和３年２月１０日受付　・建設業許可申請書　・建設業許可申請書別とじ 26 1 1 1 1

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。
（７条３号）
法人の事業、財務等に関する内部管理情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められ
るため
（７条４号）
印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。

市街地建築部
建設業課

26 R6.8.5 R6.8.16

本年度第一市街地整備事務所が以下の委託の入札時に公表した調査の場所がわかる案内図、平面図と調査の調査の
仕様を記載した特記仕様書
(１)築地市場跡地に係る埋蔵文化財試掘調査委託（６築ー１）
(２)築地市場跡地に係る埋蔵文化財試掘調査委託（６築ー２）

34 1 ―
都市整備局第
一市街地整備
事務所工事課

27 R6.8.2 R6.8.19
（１）令和６年度羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会【幹事会（第１回）】」議事概要
（２）令和６年度羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会【幹事会（第１回）】出欠表（予定）

※ 1 ―
都市整備局都
市基盤部交通
企画課

28 R6.8.7 R6.8.21

下記企業の建設業許可申請書に記載されている貸借対照表、損益計算書、直近２期分及び役員一覧
 （１）東京都知事許可第〇〇号（有）〇〇
 （２）東京都知事許可第〇〇号（株）〇〇
 （３）東京都知事許可第〇〇号 (有) 〇〇
 （４）東京都知事許可第〇〇号 (有) 〇〇
 （５）東京都知事許可第〇〇号　〇〇 (株)
 （６）東京都知事許可第〇〇号 (株) 〇〇
 （７）東京都知事許可第〇〇号　〇〇 (有)

83 1 ―
市街地建築部
建設業課

29 R6.7.23 R6.8.21

下記企業の建設業許可申請書に記載されている貸借対照表、損益計算書、直近３期分及び役員一覧の写し
(1)東京都知事許可第○○号（株）○○
(2)東京都知事許可第○○号（株）○○
(3)東京都知事許可第○○号（株）○○
(4)東京都知事許可第○○号 (株) ○○
(5)東京都知事許可第○○号（株）○○
(6)東京都知事許可第○○号 (株）○○
(7)東京都知事許可第○○号 ○○（株）
(8)東京都知事許可第○○号 ○○(株)
(9)東京都知事許可第○○号 (有)○○

※ 1 ―
市街地建築部
建設業課

30 R6.8.9 R6.8.22
青梅市畑中一丁目〇番〇、〇番〇、〇番〇、〇番〇、〇番〇、〇番〇における建築基準法第43条第２項２号許可に
関する協定図

3 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第三課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

31 R6.7.25 R6.8.23

(1)〇〇号 〇〇㈱
(2)〇〇号 〇〇㈱
(3)〇〇号 〇〇㈱
(4)〇〇号 ㈱〇〇
(5)〇〇号 ㈲〇〇
(6)〇〇号 ㈲〇〇
(7)〇〇号 ㈲〇〇
(8)〇〇号 ㈲〇〇
(9)〇〇号 ㈲〇〇
(10)〇〇号 ㈲〇〇
(11)〇〇号 ㈱〇〇
(12)〇〇号 ㈱〇〇
(13)〇〇号 ㈲〇〇
(14)〇〇号 〇〇㈱
(15)〇〇号 ㈲〇〇
(16)〇〇号 ㈱〇〇
(17)〇〇号 ㈱〇〇
(18)〇〇号 ㈱〇〇
(19)〇〇号 ㈱〇〇
(20)〇〇号 ㈱〇〇
(21)〇〇号 ㈱〇〇
(22)〇〇号 ㈱〇〇
(23)〇〇号 ㈱〇〇
(24)〇〇号 ㈱〇〇
(25)〇〇号 ㈱〇〇
(26)〇〇号 ㈱〇〇
(27)〇〇号 ㈱〇〇
(28)〇〇号 ㈲〇〇
直近三期分　決算書変更届出書一式
（閲覧対象部分）

1173 1 1
（７条４号）
印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。

市街地建築部
建設業課

32 R6.7.24 R6.8.23

（１）○○号　○○（株）
（２）○○号（株）○○
（３）○○号（株）○○
（４）○○号　○○（株）
（５）○○号（株）○○
（６）○○号（株）○○
（７）○○号（株）○○
（８）○○号　○○（株）
（９）○○号　○○（株）
上記全て建設業許可登録申請書
変更届出書　2021年から2024年の４期分
（閲覧対象部分）

※ 1 1
（７条４号）
印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。

市街地建築部
建設業課

33 R6.7.24 R6.8.23

（１）〇〇号　〇〇（株）
（２）〇〇号（株）〇〇
（３）〇〇号　〇〇（株）
（４）〇〇号（株）〇〇
（５）〇〇号　〇〇（株)
（６）〇〇号（有）〇〇
（７）〇〇号（株）〇〇
（８）〇〇号　〇〇（株）
（９）〇〇号（有）〇〇
上記全て建設業許可登録申請書
変更届出書　2021年から2024年の４期分
（閲覧対象部分）

※ 1 1
（７条４号）
印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。

市街地建築部
建設業課

34 R6.7.24 R6.8.23

（１）○○号　○○（株）
（２）○○号　○○（株）
（３）○○号　○○（株）
（４）○○号　○○（株）
（５）○○号　○○(株)
（６）○○号（株）○○
（７）○○号（有）○○
（８）○○号（株）○○
（９）○○号（株）○○
上記全て建設業許可登録申請書
決算書　2021年から2024年の４期分
（閲覧対象部分）

※ 1 1
（７条４号）
印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。

市街地建築部
建設業課

35 R6.7.24 R6.8.23

（１）○○号（株）○○
（２）○○号 (有)○○
（３）○○号　○○（株）
（４）○○号（株）○○
（５）○○号 (有)○○
（６）○○号　○○（株）
（７）○○号（株）○○
（８）○○号（株）○○
（９）○○号（株）○○
上記全て建設業許可登録申請書
変更届出書　2021年から2024年の４期分
（閲覧対象部分）

※ 1 1
（７条４号）
印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。

市街地建築部
建設業課

36 R6.8.22 R6.8.27
東京都知事許可　第○○号
株式会社○○の建設業許可に関する以下の書類
・専任技術者一覧表

1 1 ―
市街地建築部
建設業課

37 R6.8.21 R6.8.30
建築主
〇〇株式会社、〇〇株式会社、株式会社〇〇、株式会社〇〇に対して株式会社〇〇が認可した
令和6年3月29日付(第〇〇号)の建築計画概要書

※ 1 ―
都市整備局市
街地建築部建
築指導課



月
整
理
番
号

請　求
年月日

決　定
年月日

公文書の件名
総
枚
数

開
示

一
部
開
示

不
開
示

不
存
在

存
否
応
答
拒
否

1
号

2
号

3
号

4
号

5
号

6
号

7
号

8
号

9
号

不開示理由等 所管局部課等

決定区分 （根拠規定）条例７条

38 R6.8.24 R6.8.30

平成13年6月8日に指定確認検査機関〇〇が確認した確認済証番号〇〇号
〇〇別館建設工事
建築主株式会社〇〇
住所東京都港区港南四丁目〇〇
の建築計画概要書

※ 1 1
（７条４号）
　公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

都市整備局市
街地建築部建
築指導課

表の見方
＜決定区分＞
・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。
＜（根拠規定）条例7条＞

・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。
＜公文書の件名＞
・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。
・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。

＜公文書の枚数＞

・光ディスクへ複写し交付している場合は、「※」を記入しています。


